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に
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続
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た
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（｛疋義）

第

七

条

省

略

2

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
険
者
」
と
は
、
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
り
疫
療
に
関
す
る
給
付
を
行
う
全
国
健
康
保
険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
、

（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
国
民
健
康
保
険
組
合
、
共
済
組
合
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
い
う
。

3

・
4

省

略

（
広
域
連
合
の
設
立
）

第
四
十
八
条
市
町
村
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
（
保
険
料
の
徴
収
の
事
務
及
び
被
保
険
者
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事

務
を
除
く
。
）
を
処
理
す
る
た
め
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
当
該
区
域
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
が
加
入
す
る
広
域
連
合
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
十
六
、

、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
四
条
、
第
六
十
一
条
の
こ
の
こ
、
第
六
十
一
条
の
こ
の
八
関
係
）

第
十
九
条
の
十
七
、

第
二
十
条
の
二
、

第
二
十
二
条
の
三

- 1一

O
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（抄）

教 公 外 在
授 用 チノマ、 留

格資

本 ） 世 日 す際日 本
安日 帯本 る煉行 本 邦
の に国

族家に政国大 属 政 お
学 す 府 のよ府 し、

若 るの 檎りが て
し 家 承 成外援 行
く 族 認 員 交 受 つ
l立 のし と 使 す

、開
」

、，
4成持外た し節る と」

れ てと外 カ2
員 国 の同敬国 で

準
とし府政

活様 き
ず 動の府 る
る て若 特の 活
機 のし 権 外 動
関 活く 及 交
又 動 は び 使
l立 （ 国 免 節
高 のこ 機擦

除問
等 を若
専 表 関 受し
門 のの けく

校学
外 公 るは
交 務 者 領
のに 又毒事

お 項 従 は機
し、 の事： こ関
て 下す れの
研 欄る ら構
究 に者 の成
、

掲又 者 員
研 げは と

、

究 るそ 同条
の 活の 一 約
指 動 者 の 若
毒事 をと 散 し
又 除 問 帯く
Iま く一 には
教 。の 属 国



報道 刀教て
土ココ台て

術

タト タト 動収 育
国 国 を入 を
の の 除を す

報道
’刀三＝てテ く伴 る
教 。う 活

機 団 ） 音 動
関 体 楽
と

、

の よ 美
契 り 術
約 本

、

書店 文
基 う"'t

づ
遣派 f: 

し、 の
て さ 他
イ’丁ー れ の
つ た 士ゴ匡士

取 河，公て＝， 術
材

教家 上
そ の
の の 活
｛也 行 動
の フ （ 

報道
布
教 の

上 Jヲ〈 表
の の の
活 他 輿
動 の 行

河’三＝てァ dコ
教 項
上 の
の 下
活 欄
動

掲げ

る
活

在
留
資
格

本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動

高
度
専
門
職

一
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
人
材
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
者
が
行
う
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
我
が
国
の
学
術
研
究
又
は
経
済
の
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の

イ
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
研
究
、
研
究
の
指
導
若
し
く

は
教
育
を
す
る
活
動
又
は
当
該
活
動
と
併
せ
て
当
該
活
動
と
関
連
す
る
事
業
を
自
ら
経
営
し
若
し
く

は
当
該
機
関
以
外
の
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
研
究
、
研
究
の
指
導
若
し
く
は
教

育
を
す
る
活
動

ロ
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
自
然
科
学
若
し
く
は
人
文
科

学
の
分
野
に
属
す
る
知
識
若
し
く
は
技
術
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
活
動
又
は
当
該
活
動
と
併
せ

て
当
該
活
動
と
関
連
す
る
事
業
を
自
ら
経
営
す
る
活
動

ハ
法
務
大
芭
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
に
お
い
て
貿
易
そ
の
他
の
率
業
の
経
、
営
を
行
い
若
し

く
は
当
該
率
業
の
管
理
に
従
事
す
る
活
動
又
は
当
該
活
動
と
併
せ
て
当
該
活
動
と
関
連
す
る
事
業
を

自
ら
経
営
す
る
活
動

二
前
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
夜
留
が
我
が
匿
の
利
益
に
資
す
る
も
の
と
し
て

法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
が
行
う
次
に
掲
げ
る
活
動

イ
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
研
究
、
研
究
の
指
導
又
は
教
育
を
す
る
活
動

ロ
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
の
分
野
に
属
す
る
知
識
又

は
技
術
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
活
動

ハ
本
邦
の
公
私
の
機
関
に
お
い
て
貿
易
そ
の
他
の
事
業
の
経
営
を
行
い
又
は
当
該
事
業
の
管
理
に
従

-2一



ノム己、 技 教 研 医 法
経典邑4 業 術 τ同"' 究 療 律

内 ． ． 
転 人 4τii:; 管
勤 文 言十 理

知
務業識

国

務業際

業 る本 か 表 は 律 本 の校本 の本 事医 法外 との本
務 事 邦 らの外学邦 他又邦 下邦 す 師 律国 さ法 邦
の 業に 教 教 園 、 の のはの 欄の る 又法 れ律に で文下 事：
項 所 本 育 授 の 経 公 教各小 に公 活 歯 は事 て・お の知欄イす
のに店 の の 文 済 私 育種学 掲私 動科 会務 い会計 い い識にかる
下期 項 項 化 学 の を学校 げの 医 計弁 るて ず・掲げ ら活
欄 間支 ま 、 に 、 機 す 校 る機 飾 にま藍 事務業 貿 れ 国ハ動
に を店 で 芸 基 社 関 る 若 中 活関 Jヲc 係士 業易 か際るま
掲定そ 、術盤会と 活 し 学 動と の る の のそ に業活で
げ めの 企 の を 学 の 動 く 校 をの f也 務業外国

経項の 該務動の
る て 他 業 項 有 そ 契 l土 除契 法 営の他 当の又 い
活転の 内 及 す の 約 設 義 く約 律 に公 又下の す項はず
動 勤 事 転 び る 他 に 備 務 上 従認 は 欄 事 る、これ

し業 勤報恩の主主 及 教 ）基 資 事会 管に業 i舌輿の か
て 所 の 道 考 人 づ び育 づ 格 す言十 理掲の 動行表の
当の 項 の 若 文 い 編 学 し、 を る士 に げ 経営 をのの活
該あ 及 項 し 科 て 制 校 て 有 活そ 従る 除項法動
事る びのく学行 研 す 動の 事資を く若律と
業 公 興下はのう 関高 究 る 前也 す格行 。し・併
所 私 行 機 感 分 理 し等 を 者 法 る を い ）く会せ
にの の に 受 野 学 て学 行 カ2 律 活存又 は言十て
お 機 項掲性に こ校 フ イ’丁ー 上 動しは 技 務業行
い関 の げ を 属 工 れ

業務 フ 資 を な当 能う
ての 下 る 必 す 学 に中 、同

格 除け該 ののー」

行外 欄 活 要 る そ 準 等 と を くれ 事 項項の
う国 に 動 と 技 の ず教 従 と 有 。ば業 の、 表

掲並す術他 る育 事 さ す ）法の 下医の
のあ げびる若の 教 学 す れ る 律管 欄療授教
表る るに業し自 育 校 る て 者 上理 にの
の事 活こ務く然 機 活 し、 力主 行に 掲項の
技業 動 の に は 科 関特 動 る 行 う従 げ、項
術所 を 表 従 知 学 に別 （ 医 フ こ事 る教育 か

の 徐 の 事 識 の お支 療
ラF

と す 活ら」

人職 く経すを分 い援 の と が る 動の報
文員 。営る要野 て学 表 係 と で活 （項道
知が ）・活す若 語 校 の る さ き動 イ、 の
識本 管動るし 学 教 業 れ な（ か技項

安＇~ 理（業く
教育修専

授 務 て し、こ ら術ま
聞に の ー 務 は の し、 この ハ・ で
際あ 項 の 又 法 そ 学 項 f是 る と 表 ま人の

3-



技 技 興
能 自E 行
実
習

す 本 管演
ロ イ ロ イ る邦 理劇l

と該 該 次得本う 活 ら て 邦 め 次 務業公の
の、

し技法前技法前の を 邦 知 法 動 の 行 の る 本 の 項 演
な能務号能務号イ す の 織 務 に 職 う 公 事 邦 イ に私 の芸
い等大ロ等大イ又 る公の省必員技私業の又 従の 下
団を臣にを匡には 活私修令要が能の上公は 事 機 欄 演
体婆が掲要が掲ロ動の得でなこ 、機の私ロ す関 に奏
のす指げす指げの 機 及 定 知 れ 技 関 関 の の ると

掲げス資る定るる定るい 関びめ織ら術と係機い 活の
イ壬業す活業す活ず と当るのの若のを関ず 動 契約 るポ
及務る勤務る動れ の該要修本し雇有のれ 活 l
びに本にに本にか 震回件得邦く用契 す外か 動ツ
監従邦従従邦従に 用体にをのは る国に 2圭 を等
理 事 の 事 事 の 事 該 契の適す公知約外に該 づ 除の
のす公しす公し当 約策合る私識に国あ当 し、 く輿
下る私てる私てす に定す活の（基のるす て 。イ，7ー

に活の技活の技る 基 し る 動 機 以 づ 公 事 る イ’丁ー
当 動機能動機能活 づた 営 を 関 下 い 私 業 活

産フ イ系
該（関等 関等動 い言十利含の「ての所動 る
業 法と を と会 て碩をむ本技当機の 業 活
務務の修 の修 当に目 。邦能該関職 上 動
に 省蔑 得 産主得 該 基 的 ） に 等 機 の 員 の 又
従令用し 用し 機づと あ」関外又 特 l土
事で契た 契た 関きし るとの国は 殊 そ
す定約者 約者 の、な 事い本に本邦 な の
る め に が にが 業務 当い 業う邦あ 分 他
もる基 基 該図 所。にるの 野 の
の 要 づ 当 づ当 に罰｛本 に）あ芸評公 τ昔E士

に件 い該 い該 従体に 受のる業私 属 能
限に て技 て技 事のよ け｛彦事所の す 活
る 適 当 能 当能 し資り 入得業の機 る 動
。合該等 該等 て任受 れを所職関 言高 （ 

）す 機に 機に 行及け ら す の 員 と 練 ちF

」

る関習 関習 うび入 れる業務 が法 し の
営に 熟 に熟 技量左れ て 活 こ務 た 表
利おす おす 能理ら 行 動 に れ 省 技 の
をいる いる 等のれ う（従事 ら令 前旨 経
目てた てた の下て 当こ ので を 営
的当め 当め ｛~ lこ行 該れし本定 要 ． 

在
留
資
格

本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動

文
化
活
動

収
入
を
伴
わ
な
い
学
術
上
若
し
く
は
芸
術
上
の
活
動
又
は
我
が
国
特
有
の
文
化
若
し
く
は
技
芸
に
つ
い
て

-4 -



短
期

滞在

参 本 項専
力日邦 か門

ら的
業 短 研な
務 期 修研
連 間 の究

絡そ j夜常 項を
ま :ff

のし でい
他て の若
ト行 下 し
れう 欄く
ら観 には
に光 掲専
類 げ門
似保 i る家
す 養 活の
る 動指
活ス を導
動 ポ i珠を

く受
ツ 。け
、 ）て

親
、四
」

族 れ
の を
訪 ｛~ 
間 得、

す
見 る
学 活、

動
3蒜 （ 
習 四
又 の
l土 表
ぷコ2コh可 の
it 留
J、、 学
の の

四
｛ 完昆 研 留 在
族 4ま 学 留
滞 2壁
在 格

配。一 の本 準 は。 支本 本
偶）の 項邦 ず特）援学 邦 安日
者 を 表 のの る別若の
又も 下公

機援支学 し校大 お
はつ二 欄 私 関 くの学 し、

子ての 第の には高 て
と 在 表 一機 お校 特等高 イ’丁ー

し留又 号関 いの別部 等 つ
てすは 及 に て 小 支専 、ー

」

行 る 三 びよ
教育部学援学学中門 と

う者の こり
を 、校校校学

カ2
日又表 の受 で
常はの 表け 受専の き
的こ上 の入 け修学中務義高 る
なの欄 留 れ る学 等 活
活表の 学ら 活校部教育 学 動
動の在 のれ 動若、 校

留留 項て し 小学 （
学資 の行 く学校中
の格 下う は 校の 等
夜 （ 欄 技 各（後教育
留 外 に能

穫義霊育学 期
資 交 掲 等

校学 課程校学格 げの
を公 る修 又及の
も用 活得 はび 後
てコ 、 動を 設校中甥
て技 をす 備の等諜
在 能 除る

及前教育学 程留 実 く活 ぴ 期を
す習 。動 編課 含
る及

） 
制程校む（ 

者 び にを の 。
の短 の 関含前期 ） 
扶期 表 しむ若
差是滞 の て。 課し
を在 技 ~ ~程を く
受を 議量 れ若 は
け除 実 らし 含特
るく 習 にく む 別

五
特 在
疋｛ 留
活

格資
動

法 本
務 邦
大
巨 お
ヵt し、

個 て
々 行
の つ
外

、F
」

国 と
人 カ5

で
Jコ き
し、 る
て 活
特 動

:t~ 
定
す
る
活
動

O
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

（抄）

5 



（
定
義
）

第

二

条

省

2

省

略

3
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
投
資
信
託
」
と
は
、
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
及
び
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
を
い
う
。

4

こ
の
法
律
に
お
い
て
ア
証
券
投
資
信
託
」
と
は
、
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
う
ち
主
と
し
て
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
問
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
を
除
く
。
第
七
条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
（
同
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
パ
テ
イ
ブ
取
引
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

を
行
う
こ
と
を
含
む
。
第
七
条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

5
1
U

省

略

ロ
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
投
資
法
人
」
と
は
、

設
立
さ
れ
た
社
団
を
い
う
。

日

省

絡

M

こ
の
法
律
に
お
い
て

日
こ
の
法
律
に
お
い
て

防
こ
の
法
律
に
お
い
て

げ

l
お

省

絡

路

資
産
を
主
と
し
て
特
定
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

こ
の
法
律
に
基
づ
き

「
投
資
口
」
と
は
、
均
等
の
劉
合
的
単
位
に
細
分
化
さ
れ
た
投
資
法
人
の
社
員
の
地
位
を
い
う
。

「
投
資
証
券
」
と
は
、
投
資
口
を
表
示
す
る
－
証
券
を
い
う
。

「
投
資
主
」
と
は
、
投
資
法
人
の
社
員
を
い
う
。
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O
貸
付
信
託
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

（抄）

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貸
付
信
託
」
と
は
、
一
伺
の
信
託
約
款
に
基
い
て
、
受
託
者
が
多
数
の
委
託
者
と
の
聞
に
締
結
す
る
信
託
契
約
に
よ
り
受
け

入
れ
た
金
銭
を
、
主
と
し
て
貸
付
又
は
手
形
割
引
の
方
法
に
よ
り
、
合
同
し
て
運
用
す
る
金
銭
信
託
で
あ
っ
て
、
当
該
信
託
契
約
に
係
る
受
益
権
を
受
益
証

券
に
よ
っ
て
表
示
す
る
も
の
を
い
う
。

2

省

略

O
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

（抄）

（
定
義
）

第

二

条

省

2
5
防

省

略賂



凶
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
金
融
商
品
取
引
所
」

融
商
品
会
員
制
法
人
又
は
株
式
会
社
を
い
う
。

げ

1
幻

省

略

お
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
金
融
商
品
債
務
引
受
業
」
と
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
登
録
金
融
機
関
又
は
証
券
金
融
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
金
融

商
品
俊
務
引
受
業
対
象
業
者
」
と
い
う
。
）
を
相
手
方
と
し
て
、
金
融
商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
が
行
う
対
象
取
引
（
有
価
証
券
の
売
買
若
し
く
は
デ
リ

パ
テ
イ
ブ
取
引
（
取
引
の
状
況
及
び
我
が
閣
の
資
本
市
場
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
率
情
を
勘
案
し
、
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ
と

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
取
引
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
付
随
し
、
若
し
く
は
関
連
す
る
取
引
と
し
て
政
令
で
定
め
る
取
引
を

い
う
。
）
に
基
づ
く
債
務
を
、
引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

刊
日
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
」
と
は
、
第
百
五
十
六
条
の
二
又
は
第
百
五
十
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
医
の

免
許
又
は
承
認
を
受
け
て
金
融
商
品
債
務
引
受
業
を
行
う
者
を
い
い
、
「
外
国
金
融
商
品
取
引
清
算
機
間
関
」
と
は
、
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
こ
の
規
定
に

よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
て
金
敵
商
品
債
務
引
受
業
を
行
う
者
を
い
う
。

日
山

l
ω

省

略

第
二
十
八
条
こ
の
章
に
お
い
て
「
第
一
穣
金
融
商
品
取
引
業
」
と
は
、
金
融
商
品
取
引
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
業
と
し
て
行
う
こ
と

を
い
う
。

一
有
価
証
券
（
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
同
条
第
八
項
第
五
す
か
ら

第
三
口
す
ま
で
、
第
五
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為

一
の
二
商
品
関
連
市
場
デ
リ
パ
テ
イ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
第
二
条
第
八
項
第
二
号
、
第
一
一
一
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為

二
第
二
条
第
八
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
店
頭
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
問
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為

コ
一
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

イ
有
価
証
券
の
一
元
引
受
け
で
あ
っ
て
、
損
失
の
危
険
の
管
理
の
必
要
性
の
高
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

ロ
有
価
証
券
の
元
引
受
け
で
あ
っ
て
、
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

ハ
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
有
価
証
券
の
元
引
受
け
以
外
の
も
の

四
第
二
条
第
八
項
第
十
号
に
掲
げ
る
行
為

五
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為

2
1
8

省

略

（
免
許
）

第
百
五
十
六
条
の
二

と
は
、

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
て
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
金

7 

金
融
商
品
僚
務
引
受
業
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

O
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）

（抄）

（
定
義
）



第

二

条

省

略

2
1
U

省

略

日
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
目
的
信
託
」
と
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
信
託
で
あ
っ
て
、
資
産
の
流
動
化
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
、
か
っ
、
信
託
契
約
の
締
結
時
に
お
い
て
委
託
者
が
有
す
る
信
託
の
受
益
権
を
分
割
す
る
こ
と
に
よ
り
複
数
の
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
を
い
う
。

u
i
m
省

略

（
転
換
特
定
社
伎
の
発
行
）

第
百
三
十
一
条
特
定
目
的
会
社
は
、
資
産
流
動
化
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
転
換
特
定
社
僚
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ

2
1
4

省

略

（
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
僚
の
発
行
）

第
百
三
十
九
条
特
定
目
的
会
社
は
、
資
産
流
動
化
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
1
5

省

略

O
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）

（抄）

（
受
益
証
券
の
発
行
に
関
す
る
信
託
行
為
の
定
め
）

第
百
八
十
五
条
省
略

2

省

略

3

第
一
項
の
定
め
の
あ
る
信
託
（
以
下
「
受
益
証
券
発
行
信
託
」
と
い
う
ロ
）

で
台
工
な
い

0

4

省

略

8-

に
お
い
て
は
、
信
託
の
変
更
に
よ
っ
て
前
二
項
の
定
め
を
変
更
す
る
こ
と
は

O
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）

（抄）

（
適
用
除
外
）

第
七
条
次
に
掲
げ
る
処
分
及
び
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
、

一
r
、
ム
ハ
省
略

七
回
税
又
は
地
方
税
の
犯
郎
事
件
に
関
す
る
法
令
（
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
い
て
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
、
税
務
署

長
、
収
税
官
吏
、
税
関
長
、
税
関
職
員
又
は
徴
税
吏
員
（
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
職
員
の
職
務
を
行
う
者
を
含
む
。
）
が
す
る
処
分
及

び
金
敵
商
品
取
引
の
犯
別
事
件
に
関
す
る
法
令
（
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
い
て
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
、
そ
の
職
員

（
当
該
法
令
に
お
い
て
そ
の
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
、
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
が
す
る
処
分

第
二
条
及
び
第
一
一
一
条
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。



八

1
十一一

2

省

略

省

聞各

O
知
的
財
産
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

（抄）

（
定
義
）

第

二

条

省

略

2
こ
の
法
律
で
「
知
的
財
産
権
」
と
は
、
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
育
成
者
権
、

定
め
ら
れ
た
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
に
係
る
権
利
を
い
う
。

3

省

略

意
匠
権
、

著
作
権
、

商
標
権
そ
の
他
の
知
的
財
産
に
関
し
て
法
令
に
よ
り

O
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）

（抄）

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

・

二

省

略

三
小
売
電
気
事
業
者
小
売
電
気
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
次
条
の
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。

四
1
八

省

略

九
一
般
送
配
電
事
業
者
…
般
送
配
電
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
第
三
条
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。

十

省

略

十
一
送
電
事
業
者
送
電
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
第
二
十
七
条
の
四
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。

十

二

省

略

十
三
特
定
送
配
電
事
業
者
特
定
送
配
電
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
い
う
。

十

四

省

略

十
五
発
電
事
業
者
発
電
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
い
う
。

十
六

l
十

八

省

略

2

・3

省

略

-9… 

O
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）

の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
…
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

（
企
業
立
地



（
基
本
計
画
）

第

四

条

省

略

2

基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
基
本
計
画
の
対
象
と
な
る
区
域
（
以
下
「
促
進
区
域
」
と
い
う
。
）

一一
t
J
十

省

略

3
1
8

省

略

（
地
域
経
済
猿
引
事
業
計
画
の
変
更
等
）

第

十

四

条

省

略

2

都
道
府
県
知
率
は
、
承
認
地
域
経
済
盗
引
率
業
者
が
前
条
第
郎
項
又
は
第
七
項
の
承
認
に
係
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

承
認
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
地
域
経
済
牽
引
卒
業
を
行
っ
て
い
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

3

省

略
（
課
税
の
特
例
）

第
二
十
四
条
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
（
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い

て
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
次
粂
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
承
認
地
域
経
済
晶
体
引
事
業
者
で
あ
っ
て
、
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業

の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
も
の
が
、
当
該
新
設
又
は
増
設
に
伴
い
新
た
に
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
た

機
械
及
び
装
置
、
器
具
及
び
備
品
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

10 -

O
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）

（抄）

（
地
域
再
生
計
画
の
認
定
）

第

五

条

省

略

2

・3

省

略

4
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、

一
1
四

省

略

五
地
方
活
力
向
上
地
域
（
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
第
十

七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
集
中
地
域
」
と
い
う
。
）
以
外
の
地
域
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な

地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る

も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
施
設
（
工
場
を
除
く
。
以
下
「
特
定
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
事
業
（
以
下
「
地
方
活
力
向
上
地
域

特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
率
項

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



六
1
十

四

省

5
1
m
M

省

略

（
報
告
の
徴
収
）

第
八
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
五
条
第
十
六
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
関
じ
。
）
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
認
定

地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
認
定
地
域
再
生
計
画
（
認
定
地
域
再
生
計
爾
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
両
じ
。
）

の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

省

略

（
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
等
）

第
十
七
条
の
二
都
道
府
県
が
作
成
し
た
地
域
再
生
計
画
（
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
獲
備
事
業
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
第
五
条
第
十

ム
ハ
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
実
施
す
る
個
人

事
業
者
又
は
法
人
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
が
適
当
で
あ

る
旨
の
認
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
の
知
事
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る。一
集
中
地
域
の
う
ち
特
定
業
務
施
設
の
集
積
の
程
度
が
著
し
く
高
い
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
か
ら
特
定
業
務
施
設
を
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記

載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
に
移
転
し
て
整
備
す
る
事
業

二
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
（
産
業
基
盤
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
特
定
業
務
煽
設
を
整
備
す
る
事
業
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

2

省

略

3

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
誇
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
が
次
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
認
定
地
域
再
生
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
従
業
員
に
関
し
内
隠
府
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

ニトコ

一
一
一
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

4

前
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
o

）
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下

「
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
ム
な
い
。

5

省

略

6

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
事
業
者
が
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
蔚
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は

、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
っ
て
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
率
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

自各
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O
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

（抄）

（
契
約
期
間
中
の
解
雇
等
）

第
十
七
条
使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
有
期
労
働
契
約
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

省

略

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ

O
短
時
間
労
働
者
の
一
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）

（抄）

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
短
時
間
労
働
者
」
と
は
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
（
当
該
事
業
所
に
雇

用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
同
種
の
業
務
に
従
率
す
る
当
該
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該

労
働
者
と
問
種
の
業
務
に
従
事
す
る
当
該
通
常
の
労
働
者
）
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
に
比
し
短
い
労
働
者
を
い
う
。

O
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）

（抄）

12 -

（
定
義
）

第

二

条

省

略

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

一
中
小
企
業
者

二
組
合
等
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
二
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
会
社
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
（
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
以
下
の
会
社
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
及
び
個
人
（
前
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

3
1
U

省

略

（
経
営
カ
向
上
計
画
の
認
定
）

第
十
一
一
一
条
中
小
企
業
者
等
は
、
単
独
で
又
は
共
同
で
行
お
う
と
す
る
経
営
力
向
上
に
関
す
る
計
箇
（
中
小
企
業
者
等
が
第
二
条
第
一
項
第
六
ロ
す
か
ら
第
八
号

ま
で
に
掲
げ
る
組
合
若
し
く
は
連
合
会
、
会
社
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
（
以
下
こ
の
嘆
に
お
い
て
単
に
「
法
人

」
と
い
う
。
）
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
ム
間
に
あ
っ
て
は
当
該
中
小
企
業
者
等
が
そ
の
組
合
、
連
合
会
、
会
社
又
は
法
人
と
共
同
で
行
う
経
営
力
向
上
に
関

す
る
も
の
を
、
中
小
企
業
者
等
が
合
併
し
て
会
社
又
は
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
又
は
法
人
（
合
併
後

存
続
す
る
会
社
又
は
法
人
を
含
む
。
）
が
行
う
経
営
力
向
上
に
関
す
る
も
の
を
、
中
小
企
業
者
等
が
そ
の
外
国
関
係
法
人
等
の
全
部
又
は
一
部
と
共
同
で
経

「
中
小
企
業
者
等
」

と
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。



営
カ
向
上
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中
小
企
業
者
等
が
当
該
外
国
関
係
法
人
等
と
共
同
で
行
う
経
営
カ
向
上
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下

「
経
営
力
向
上
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
経
営
力
向
上
計
画
が
適
当

で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
中
小
企
業
者
等
が
共
同
で
経
営
力
向
上
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
代
表
者
を
定
め
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

2

・3

省

略

4

第
二
項
第
五
号
の
「
経
営
カ
向
上
設
備
等
」
と
は
、
商
品
の
生
産
若
し
く
は
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
施
設
、
設
備
、
機
器
、
装
霞
又
は
プ

一
グ
ラ
ム
（
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
う
。
第
四
十
条
第
一
項

第
一
号
に
お
い
て
閉
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
経
営
カ
向
上
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
経
営
力
向
上
計
画
の
変
更
等
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
中
小
企
業
者
等
は
、
当
該
認
定
に
係
る
経
営
力
向
上
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
認
定
を
し
た
主
務
大
症
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

・3

省

略

主
務
省
令
で
定
め
る

O
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

（抄）

（
遂
転
免
許
）

第
八
十
四
条
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下

」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
1
5

省

略

（
自
動
車
教
習
所
）

第
九
十
八
条
自
動
車
教
習
所
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
つ
い
て
教
習
を
行
う
施
設
を
い
う
。
以

下
問
じ
。
）
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
教
習
所
に
お
い
て
行
う
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
教
習
の
水
準
の
維
持
向
上
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2
1
5

省

略

（
指
定
自
動
車
教
習
所
の
指
定
）

第
九
十
九
条
公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
自
動
車
教
習
所
の
う
ち
、
一
定
の
種
類
の
免
許
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
つ
い
て
教
習
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
当
該
免
許
に
係
る
教
習
に
つ
い
て
職
員

、
設
備
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
、
当
該
自
動
車
教
習
所
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
指
定
自
動
車
教
習

所
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
政
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
た
当
該
自
動
車
教
習
所
を
管
理
す
る
者
が
鐙
か
れ
て
い
る
こ
と
。

二
次
条
第
四
項
の
技
能
検
定
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
検
定
員
と
し
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
が

「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

公
安
委
員
会
の
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
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霞
か
れ
て
い
る
こ
と
。

三
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
の
教
習
指
導
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、

な
る
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

四
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
並
び
に
技
能
検
定
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
に
つ
い
て
の
検
定
で
、

こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
の
設
備
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

五
当
該
自
動
車
教
習
所
の
運
営
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

2

省

略

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
習
指
導
員
と
し
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
と

内
閣
府
令
で
定
め
る
と

O
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）

抄）（
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条
提
唱
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
答
で
あ
っ
て
、
当
該
非
常
災
害
の
被
答
者
の
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
り
、
又
は
当
該
非
常
災
害
に
よ

り
僚
務
超
過
と
な
っ
た
法
人
の
存
立
、
当
該
非
常
災
害
に
よ
り
相
続
の
承
認
若
し
く
は
放
棄
を
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ

た
者
の
保
護
、
当
該
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
開
国
す
る
紛
争
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
解
決
若
し
く
は
当
該
非
常
災
害
に
係
る
応
急
仮
設
住
宅
の
入
居
者
の

居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
霞
を
講
ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
非
常
災
害
を
特
定
非
常
災
害
と
し
て

政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
に
は
、
当
該
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

2

省

略
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O
農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
案
（
抄
）

（
定
義
）

第

二

条

省

略

2
1
4

省

略

5

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
再
編
」
と
は
、
良
質
か
つ
低
廉
な
農
業
資
材
の
供
給
又
は
農
産
物
流
通
等
の
合
理
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
農
業
生

産
関
連
事
業
者
が
行
う
事
業
活
動
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一
合
併
、
分
割
問
、
燦
業
生
産
関
連
事
業
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
前
号
の
措
置
に
係
る
農
業
生
産
関
連
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
方
式
の
変
更
で
あ
っ
て
、
農
業
資
材
又
は
農
産
物
に
係
る
新
た
な
生
産
若
し
く
は
販
売

の
方
式
の
導
入
又
は
設
備
等
（
施
設
、
設
備
、
機
器
、
装
霞
又
は
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
う
。
第
十
八
条
第
五
壌
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
経
営
資
源
の
高
度
な
利
用
に
よ
り
、
農
業
資
材
又
は
農
産
物
の
生



産
又
は
販
売
の
効
率
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

6

省

略

7

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
一
再
編
促
進
対
象
事
業
」
と
は
、
農
業
生
産
関
連
事
業
の
う
ち
、
そ
の
事
業
の
属
す
る
事
業
分
野
の
相
当
部
分
を
担
う
事
業
者

の
生
産
性
が
低
い
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
事
業
再
編
の
促
進
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
分
野
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
属
す
る
事

業
を
い
い
、
「
事
業
再
編
促
進
対
象
事
業
者
」
と
は
、
事
業
再
編
促
進
対
象
事
業
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。

8

省

略

（
事
業
再
編
計
画
の
認
定
）

第
十
八
条
事
業
再
編
促
進
対
象
事
業
者
は
、
そ
の
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
再
編
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
事
業
再
編
計
函
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
主

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
主
務
大
度
に
提
出
し
て
、
そ
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

省

略

3

事
業
再
編
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

省

略

二
良
質
か
つ
低
擦
な
農
業
資
材
の
供
給
又
は
胸
膜
産
物
流
通
等
の
合
理
化
の
内
容
そ
の
他
事
業
再
編
の
内
容
及
び
実
施
期
間

＝

了

四

省

略

4

省

略

5

前
項
の
「
事
業
再
編
促
進
設
備
等
」
と
は
、
廃
業
資
材
又
は
農
産
物
の
生
産
又
は
販
売
の
周
に
供
す
る
設
備
等
で
あ
っ
て
、
事
業
再
編
の
促
進
に
特
に
資

す
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

6

・7

省

略

（
事
業
再
編
計
画
の
変
更
等
）

第
十
九
条
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
再
編
促
進
対
象
事
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
事
業
再
編
計
画
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
を
含
む
。
以
下
「

認
定
事
業
再
編
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
再
編
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主

務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

2

主
務
大
医
は
、
認
定
事
業
再
編
事
業
者
が
当
該
認
定
に
係
る
事
業
再
編
計
画
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も

の
。
以
下
「
認
定
事
業
再
編
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
事
業
再
編
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

3

主
務
大
臣
は
、
認
定
事
業
再
編
計
画
が
前
条
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
事
業
再
編
事
業
者
に
対

し
て
、
当
該
認
定
事
業
再
編
計
画
の
変
更
を
指
示
し
、
又
は
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

4

・5

省

略

O
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）

（
森
林
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
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（
森
林
経
営
計
画
の
認
定
の
特
例
）

第
八
条
認
定
率
業
者
が
認
定
事
業
計
図
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
森
林
で
あ
っ
て
森
林
法
第
五
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域

（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
」
と
い
う
。
）
以
外
の
区
域
内
に
存
す
る
も
の
に
つ
き
同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
の
誇
求
を
し
た
同
項
に
規
定
す
る
森
林
経
営
計
画
（
次
条
に
お
い
て
「
森
林
経
営
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
一
条
第
五
項
第
二
号

イ
中
「
森
林
生
産
の
係
続
及
び
森
林
生
産
力
の
猶
進
」
と
あ
る
の
は
、
「
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号

）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
木
材
安
定
供
給
確
保
察
業
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
一
項
の
指
定
地
域
に
お
け
る
森
林
の
林
業
的
利
用
の
合
理
化
」
と
読
み
替

え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
森
林
経
営
計
画
の
変
更
の
特
例
）

第

九

条

省

略

2
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
諮
求
を
し
た
森
林
経
営
計
箇
（
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
以
外
の
区
域
内
に
存
す
る
森
林
を
対
象
と
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
二
条
第
三
項
中
「
前
一
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
撞
法
（
平
成
八
年
法
律

第
四
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
」
と
、
「
変
一
史
が
適
当
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
が
適
当
で
あ
る
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
中
ぷ
林
林
生
産
の
保
続
及
び

森
林
生
産
力
の
増
進
」
と
あ
る
の
は
「
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
木

材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
一
項
の
指
定
地
域
に
お
け
る
森
林
の
林
業
的
利
用
の
合
理
化
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
請
求
を
し
た
森
林
経
営
計
画
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
二
条
第
三
項
中

「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
木
材
の
安
定
供
給
の
磯
保
に
関
す
る
特
別
措
鐙
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4

省

略

O
被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
十
閉
口
す
）

（抄）

（
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
）

第
五
条
都
市
計
画
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
都
市
計
商
区
域
内
に
お
け
る
市
街
地
の
土
地
の
区
域
で
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
都
市
計
薗
に
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
大
規
模
な
火
災
、
幾
災
そ
の
他
の
災
容
に
よ
り
当
該
区
域
内
に
お
い
て
相
当
数
の
建
築
物
が
滅
失
し
た
こ
と
。

二
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
の
状
況
、
土
地
利
用
の
動
向
等
か
ら
み
て
不
良
な
街
区
の
環
境
が
形
成
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

三
当
該
区
域
の
緊
急
か
つ
健
全
な
復
興
を
図
る
た
め
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開
発
事
業
そ
の
他
建
築
物
若
し
く
は
建
築
敷
地
の
整
備
又
は
こ

れ
ら
と
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
べ
き
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

2

・
3

省

略

（
土
地
の
翼
取
り
等
）

第

八

条

省

路
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省

略

3

都
道
府
県
知
事
等
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
貿
取
り
の
申
出
の
相
手
方
と
し
て
公
告
さ
れ
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
）
は
、
被
災
市
街
地
復
興

推
進
地
域
内
の
土
地
の
所
有
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
許
可
が
さ
れ
な
い
と
き
は
そ
の
土
地
の
利
用
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る

こ
と
と
な
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
土
地
を
買
い
取
る
べ
き
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
当
該
土
地
を
時
価
で
買
い
取

る
も
の
と
す
る
。

一
前
条
第
二
項
第
二
号
ロ

ωか
ら

ωま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築

二
前
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
土
地
の
形
質
の
変
更

4
1
6

省

略

（
清
算
金
に
代
わ
る
住
宅
等
の
給
付
）

第
十
五
条
施
行
者
（
土
地
区
画
整
理
法
第
一
一
一
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
条
の
二
又
は
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
施
行
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

か
ら
第
十
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
所
有
者
が
そ
の
宅
地
の
一
部
に
つ
い
て
換
地
を
定
め
な
い
こ
と
に
つ
い
て
同
法
第
九

十
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
間
意
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
当
該
申
出
又
は
同
意
に
併
せ
て
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
交
付
さ
れ
る
べ
き
清
算
金

に
代
え
て
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
の
換
地
に
施
行
者
が
建
設
す
る
住
宅
（
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
換
地
計
画
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
換
地
を
定
め
る
ほ
か
、
当
該
住
宅
を
与
え
る
よ
う
に
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
以
外
の
権
利
（
地
役
権
を
除
く
。
）
又
は
処
分
の
制
限
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

施
行
者
は
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
所
有
者
が
そ
の
宅
地
の
全
部
に
つ
い
て
換
地
を
定
め
な
い
こ
と
に
つ
い
て
土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ

る
申
出
又
は
同
意
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
当
該
申
出
又
は
同
意
に
併
せ
て
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
交
付
さ
れ
る
べ
き
清
算
金
に
代
え
て
、
次
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
者
が
建
設
又
は
取
得
を
す
る
住
宅
等
（
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
又
は
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
権
の
自
的
た
る
建
築
物
の
部
分
で
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
も
の
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
用
部

分
の
L

尖
有
持
分
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
建
築
物
の
数
地
に
関
す
る
権
利
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
旨
を
由
申

し
出
た
と
き
は
、
換
地
計
画
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
当
該
住
宅
等
を
与
え
る
よ
う
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
先

取
特
権
、
府
民
権
若
し
く
は
抵
当
権
又
は
仮
登
記
、
寅
戻
し
の
特
約
そ
の
他
権
利
の
消
滅
に
関
す
る
事
項
の
定
め
の
登
記
若
し
く
は
処
分
の
制
限
の
登
記
に
係

る
権
利
（
次
項
に
お
い
て
「
先
取
特
権
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
1
7

省

略

（
公
営
住
宅
等
及
び
居
住
者
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
の
用
地
）

第
十
七
条
土
地
区
画
整
理
法
第
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
条
の
二
又
は
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
施
行
す
る
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整

理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
用
に
供
す
る
た
め
、
ニ
疋
の
土
地
を
換
地
と
し
て
定
め
な
い
で
、
そ
の
土
地
を
保
留
地
と
し
て
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
留
地
の
地
積
に
つ
い
て
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
永
小
作
権
、
受
借

権
そ
の
他
の
宅
地
を
使
用
し
、
又
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
公
営
住
宅
等

二
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
災
害
を
受
け
た
市
街
地
に
居
住
す
る
者
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
で
菌
、

の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
設
置
す
る
も
の
（
土
地
区
画
整
理
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
を
除
く
。
）

2 

地
方
公
共
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2

・3

省

略

（
公
営
住
宅
及
び
改
良
住
宅
の
入
居
者
資
格
の
特
例
）

第
二
十
一
条
第
五
条
第
一
項
第
二
す
の
災
害
に
よ
り
相
当
数
の
住
宅
が
滅
失
し
た
市
町
村
で
滅
失
し
た
住
宅
の
戸
数
そ
の
他
の
住
宅
の
被
害
の
程
度
に
つ
い

て
国
土
交
透
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
住
宅
被
災
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
に

居
住
し
て
い
た
者
及
び
住
宅
被
災
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
都
市
計
商
法
第
四
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
事
業
そ
の
他
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
住
宅
の
供
給
に
関
す
る
事
業
の
実
施
に
伴
い
移
転
が
必
要
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
災
害
の
発
生
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
は
、
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
二
十
三
条
第
二
号
（
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭

和
一
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る
者
を
公
営
住
宅
法
第
二
十
三
条

各
号
（
住
宅
地
区
改
良
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る
者
と
み
な
す
。

O
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）

（抄）

（
定
義
）

第
一
一
条
省
略

2
1
7

省

略

8

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
施
行
区
域
」
と
は
、
都
市
計
爾
法

い
て
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
施
行
区
域
を
い
う
。

（
建
築
物
等
の
移
転
及
び
除
却
）

第
七
十
七
条
施
行
者
は
、
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
換
地
若
し
く
は
仮
換
地
に
つ
い
て
仮
に
権
利
の
目
的
と
な
る
べ
き
宅
地
若
し
く
は
そ
の
部

分
を
指
定
し
た
場
合
、
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
宅
地
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
使
用
し
、
若
し
く
は
収
益
す
る
こ
と
を
停
止
さ
せ
た
場

合
又
は
公
共
施
設
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
従
前
の
宅
地
又
は
公
共
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
に
存
す
る
建
築

物
そ
の
他
の
工
作
物
又
は
竹
木
土
石
等
（
以
下
こ
れ
ら
を
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
建
築
物
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
等
を
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

施
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
紘
一
可
を
移
転
し
、
又
は
除
却
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
相
当
の
期
限
を
定
め
、
そ
の
期
限
後
に
お
い
て

は
こ
れ
を
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
旨
を
そ
の
建
築
物
等
の
所
有
者
及
び
占
有
者
に
対
し
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
期
限
ま
で
に
自
ら
移
転
し
、
又
は
除

却
す
る
意
思
の
有
無
を
そ
の
所
有
者
に
対
し
照
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
住
居
の
用
に
供
し
て
い
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
問
項
の
相
当
の
期
限
は
、
一
二
月
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
築
物

の
一
部
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
移
転
若
し
く
は
除
却
を
す
る
場
合
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
若
し
く
は
向
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
て
建
築
さ
れ
て
い
る
建
築
物
で
既
に
同
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
移
転
若
し
く
は
除
却
が
命
ぜ
ら
れ
、
若
し
く

は
そ
の
旨
が
公
告
さ
れ
た
も
の
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
却
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

4

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
等
を
移
転
し
、
又
は
除
却
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
施
行
者
は
、

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ

18一

過
失
が
な
く
て
建
築
物
等
の
所
有
者
を
確
知
す



る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
第
二
項
の
通
知
及
び
照
会
を
し
な
い
で
、
過
失
が
な
く
て
占
有
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ

れ
に
対
し
問
項
の
通
知
を
し
な
い
で
、
移
転
し
、
又
は
徐
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
相
当
の
期
限
を
定
め
、
そ
の
期
限
後
に
お
い

て
は
こ
れ
を
移
転
し
、
又
は
徐
却
す
る
国
間
の
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

前
項
後
設
の
公
告
は
、
官
報
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
て
行
う
ほ
か
、
そ
の
公
告
す
べ
き
内
容
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当

該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
区
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
者
は
、
公
告
す
べ
き
内
容
を

当
該
土
地
区
薗
整
理
事
業
の
施
行
地
区
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
通
知
し
、
当
該
市
町
村
長
は
、
当
該
掲
示
が
さ
れ
て
い
る
旨
の
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し

6

第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
す
る
場
合
に
お
け
る
期
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

7
筋
行
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
等
の
所
有
者
に
通
知
し
た
期
限
後
又
は
第
四
項
後
設
の
規
定
に
よ
り
公
告
さ
れ
た
期
限
後
に
お
い
て
は
、
ぃ

つ
で
も
自
ら
建
築
物
等
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
却
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
建
築
物
等
を
移
転
さ
せ
、
若
し
く
は
除
却
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
阿
国
人
施
行
者
、
組
合
又
は
区
画
整
理
会
社
は
、
建
築
物
等
を
移
転
し
、
又
は
除
却
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
建
築
物
等
の
所
在
す
る
土
地
の
属
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8

前
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
等
を
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
建
築
物
等
の
所
有
者
及
び
占
有
者
は
、
施
行
者
の
許
可
を
得
た
場

ム
ロ
を
除
き
、
そ
の
移
転
又
は
除
却
の
開
始
か
ら
完
了
に
至
る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
建
築
物
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

9

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
等
を
移
転
し
、
又
は
除
却
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
又
は
市
町
村
長
の
認
可
証
を
携
帯
し
、
関
係
人

の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
転
等
に
伴
う
損
失
補
償
）

第
七
十
八
条
前
条
第
一
項
の
焼
定
に
よ
り
施
行
者
が
建
築
物
等
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
却
し
た
こ
と
に
よ
り
他
人
に
損
失
を
与
え
た
場
合
又
は
問
条
第
二

項
の
照
会
を
受
け
た
者
が
自
ら
建
築
物
等
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
却
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
者
が
損
失
を
受
け
、
若
し
く
は
他
人
に
損
失
を
与
え
た
場
合

に
お
い
て
は
、
施
行
者
（
施
行
者
が
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
因
。
次
項
、
第
百
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
百
四
条
第
十
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
1
6

省

略

O
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
一
一
一
年
法
律
第
百
号
）

（抄）

（
市
街
地
開
発
事
業
）

第

十

二

条

省

略

2
市
街
地
開
発
事
業
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
に
、
市
街
地
開
発
事
業
の
種
類
、

務
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

3
1
6

省

略

名
称
及
び
施
行
区
域
を
定
め
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

施
行
区
域
の
面

- 19 



O
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）

（
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
の
一
部
を

（
基
本
計
画
）

第

四

条

省

略

2
基
本
計
留
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
大
綱
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

…l
一

ニ

省

略

四
燦
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
に
伴
う
施
設
用
地
（
工
場
、
事
業
場
そ
の
他
の
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
を
い
う
。
以
下
問
じ
。
）

振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
燦
用
地
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
利
用
の
調
擦
に
関
す
る
方
針

3
1
6
省

略

（
実
施
計
商
）

第

五

条

省

略

2
実
施
計
爾
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
産
業
を
導
入
す
べ
き
地
区
（
以
下
「
産
業
導
入
地
区
」
と
い
う
。
）
の
区
域

ニ
導
入
す
べ
き
産
業
の
業
種
及
び
そ
の
規
模

三
導
入
さ
れ
る
産
業
へ
の
農
業
従
事
者
の
就
業
の
闘
襟

四
産
業
の
導
入
と
祁
ま
っ
て
促
進
す
べ
き
燦
業
構
造
の
改
善
に
関
す
る
目
標

五
産
業
の
導
入
に
伴
う
施
設
用
地
と
幾
用
地
等
と
の
利
用
の
調
整
に
関
す
る
事
項

3
1
ω

省

略

と
農
用
地
等
（
農
業
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O
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
・
十
二
号
）

（抄）

（
立
地
適
正
化
計
画
）

第
八
十
一
条
市
町
村
は
、
都
市
計
商
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
内
の
区
域
に
つ
い
て
、
都
市
再
生
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
住
宅
及
び
都

市
機
能
増
進
施
設
（
医
療
施
設
、
福
祉
施
設
、
商
業
施
設
そ
の
他
の
都
市
の
居
住
者
の
共
伺
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
、
都
市
機
能

の
増
進
に
箸
し
く
寄
与
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
両
じ
。
）
の
立
地
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
立
地
適
正
化
計
箇
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

2

立
地
適
正
化
計
画
に
は
、
そ
の
区
域
を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

・

二

省

略

三
都
市
機
能
増
進
施
設
の
立
地
を
誘
導
す
べ
き
区
域
（
以
下
「
都
市
機
能
誘
導
区
域
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
都
市
機
能
誘
導
区
域
ご
と
に
そ
の
立
地
を

誘
導
す
べ
き
都
市
機
能
増
進
施
設
（
以
下
「
誘
導
施
設
」
と
い
う
。
）
並
び
に
必
要
な
土
地
の
確
保
、
費
用
の
補
助
そ
の
他
の
当
該
都
市
機
能
誘
導
区
域



に
当
該
誘
導
施
設
の
立
地
を
誘
導
す
る
た
め
に
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
徐
く
。
）

四
l
六

省

略

3
1
凶

省

略

O
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）

（抄）

（｛疋持制）

第
一
一
条
省
略

2
1
幻

省

略

n
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
商
品
先
物
取
引
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
（
そ
の
内
容
等
を
勘
案
し
、
委
託
者
又
は
店
頭
商
品
デ
リ
パ
テ
イ
ブ
取
引
の
相
手

方
（
以
下
「
委
託
者
等
」
と
い
う
。
）
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
及
び
第
十
五
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
若
し

く
は
資
本
金
の
額
が
問
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
金
額
以
上
の
株
式
会
社
を
相
手
方
と
し
て
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
イ
ブ
取
引
を
行
い
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
の

た
め
に
店
頭
商
品
デ
リ
パ
テ
イ
ブ
取
引
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
行
為
を
徐
く
。
）
の
い
ず
れ
か
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

一
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
（
商
品
清
算
取
引
を
除
く
。
）
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
行
為

一
一
商
品
清
算
取
引
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
行
為

三
外
国
商
品
市
場
取
引
（
商
品
清
算
取
引
に
類
似
す
る
取
引
を
除
く
。
）
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
行

為
問
外
国
商
品
市
場
取
引
の
う
ち
、
商
品
清
算
取
引
に
類
似
す
る
取
引
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
委
託
を
受
け
、

理
念
行
う
行
為

五
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
媒
介
、

幻

l
m

省

略

又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、

取
次
ぎ
若
し
く
は
代
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取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
行
為

O
船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）

（抄）

第
一
条
左
ノ
船
舶
ヲ
以
テ
日
本
船
舶
ト
ス

一
日
本
ノ
官
庁
又
ハ
公
署
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
船
舶

二
日
本
国
民
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
船
舶

三
日
本
ノ
法
令
ニ
依
リ
設
立
シ
タ
ル
会
社
ニ
シ
テ
茶
代
表
者
ノ
全
員
及
ピ
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
役
員
ノ
三
分
ノ
二
以
上
ガ
日
本
国
民
ナ
ル
モ
ノ
ノ
所
有
ニ
属

ス
ル
船
舶

四
前
号
ニ
掲
ゲ
タ
ル
法
人
以
外
ノ
法
人
ニ
シ
テ
日
本
ノ
法
令
ニ
依
リ
設
立
シ
其
代
表
者
ノ
全
員
ガ
日
本
酒
民
ナ
ル
モ
ノ
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
船
舶



O
原

子

力

損

害

賠

償

・

廃

炉

等

支

援

機

構

法

す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

（
平
成
二
十
一
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）

（
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正

（
負
担
金
の
納
付
）

第
三
十
八
条
原
子
力
事
業
者
（
次
に
掲
げ
る
者
（
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
原
子
炉
の
運
転
等
（
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
原
子
炉
の
運
転
等
の
う
ち
第
一
号
に
規
定
す
る
実
用
発
電
用
原
子
炉
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
実
用
再
処
理
施
設
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
機
構
の
事
業
年
度
ご
と
に
、
機
構
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
機
構
に
対
し
、
負
担
金
を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

省

略

二
実
用
再
処
理
施
設
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
の
う
ち
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使

用
し
た
核
燃
料
物
質
（
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
を
い
う
。
）
に
係
る
再
処
理
を

行
う
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
者

2
1
4

省

略

（
廃
炉
等
積
立
金
の
積
立
て
及
び
管
理
）

第
五
十
五
条
の
一
一
一
廃
炉
等
を
実
施
す
る
認
定
事
業
者
（
以
下
「
廃
炉
等
実
施
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
炉
等
の
適
正
か
つ
着
実
な
実
施
を
確
保
す

る
た
め
、
機
構
の
事
業
年
度
ご
と
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
が
次
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
額
の
金
銭
を
廃
炉
等
積
立
金

と
し
て
積
み
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

廃
炉
等
穣
立
金
の
積
立
て
は
、
当
該
率
業
年
度
の
終
了
後
一
一
一
月
以
内
に
機
構
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
積
立
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
以
後
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

省

略
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O
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

（抄）

（
設
置
の
許
可
）

第
四
十
三
条
の
三
の
五
省
略

2

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
警
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一1
西

省

略

五
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
（
以
下
「
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

六
1
十

省

略

（
特
定
原
子
力
施
設
の
指
定
）

第
六
十
四
条
の
一
一
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
事
業
者
等
が
そ
の
設
霞
し
た
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子
炉



施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
若
し
く
は
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
に
お
い
て
前
条
第
一
項
の
措
霞
（
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
措
置
を
講
じ
た
場
合
の
当
該
措
置
を
含
む
。
）
を
講
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ

っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
若
し
く
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
す
る
た
め
、
当
該
設
置
し
た
施
設
の
状
況
に
応
じ

た
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
施
設
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
施
設
を
、
保
安
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
つ

き
特
別
の
措
蚤
を
要
す
る
施
設
（
以
下
「
特
定
原
子
力
施
設
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
1
4
省

略

O
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

（抄）

（
準
日
本
船
舶
の
認
定
）

第
一
一
一
十
九
条
の
五
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
「
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
船
舶
以
外
の
船
舶
で
あ
っ
て
、
そ
の
子
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
所
有
し
、
か
っ
、
当
該
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
が
運
航
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
が
、
そ
の
子
会
社
と
の
聞
で
、
当
該
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら

れ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
が
当
該
船
舶
を
当
該
命
令
に
よ
る
航
海
（
次
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
命
令
航
海
」
と
い
う
。
）
に

従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
、
当
該
対
外
船
舶
遼
航
事
業
者
の
求
め
に
応
じ
て
遅
滞
な
く
当
該
子
会
社
が
当
該
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
に
譲
渡
す
る

こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
（
当
該
契
約
が
確
実
に
履
行
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

）
を
締
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
当
該
船
舶
の
大
き
さ
そ
の
他
の
当
該
船
舶
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
船
舶
の
運
航
に
従
事
す
る
船
員
の
確
保
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
も
の
が
、
当
該
船
舶
を
命
令
航
海
に
確
実
か
つ
速
や
か
に
従
事
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

2
1
ω

省

略

O
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

（抄）

（
森
林
経
営
計
画
の
変
更
）

第

十

二

条

省

略

2

省

略

3
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

該
森
林
経
営
計
画
の
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
変
更
後
の
森
林
経
営
計
図
の
内
容
」
と
、
「
当
該
森
林
経
営
計
画
が
適
当
で
あ
る
」

同
条
第
五
項
中
「
当

と
あ
る
の
は
「
当
該
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変
更
が
適
当
で
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

O
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）

（抄）

（
定
義
）

第

二

条

省

略

一

省

略

二
被
災
世
帯
政
令
で
定
め
る
自
然
災
害
に
よ
り
被
獲
を
受
け
た
世
帯
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ
当
該
自
然
災
議
に
よ
り
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
全
壊
し
た
世
帯

ロ
当
該
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
半
壊
し
、
又
は
そ
の
居
住
す
る
住
宅
の
敷
地
に
被
害
が
生
じ
、
当
該
住
宅
の
倒
壊
に
よ
る
危
険
を
防

止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
こ
と
、
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
た
め
に
必
要
な
補
修
費
等
が
箸
し
く
高
額
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
や
む
を
得

な
い
率
由
に
よ
り
、
当
該
住
宅
を
解
体
し
、
又
は
解
体
さ
れ
る
に
至
っ
た
世
帯

ハ
当
該
自
然
災
害
に
よ
り
火
砕
流
等
に
よ
る
被
害
が
発
生
す
る
危
険
な
状
況
が
継
続
す
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
居
住

不
能
の
も
の
と
な
り
、
か
っ
、
そ
の
状
態
が
長
期
に
わ
た
り
継
続
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
世
帯

ニ
当
該
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
半
壊
し
、
基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
等
で
あ
っ
て
構
造
耐
カ
上
主
要
な
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め

る
も
の
の
補
修
を
含
む
大
規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
が
悶
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
世

帯
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
「
大
規
模
半
壊
世
帯
」
と
い
う
。
）

（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
）

第
一
一
一
条
都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
し
、

再
建
支
援
金
（
以
下
「
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2
1
5

省

略
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当
該
世
帯
主
の
申
請
に
基
づ
き
、

被
災
者
生
活

O
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

（抄）

（
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
与
）

第
九
百
五
十
八
条
の
三
前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
被
相
続
人
と
生
計
を
閉
じ
く
し
て
い
た
者
、
被
相
続
人
の
療

養
看
護
に
努
め
た
者
そ
の
他
被
相
続
人
と
特
別
の
縁
故
が
あ
っ
た
者
の
請
求
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
、
清
算
後
残
存
す
べ
き
格
続
財
産
の
全
部
又
は
一

部
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

省

略

O
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

（抄）



（｛疋器摘）

第

二

条

省

略

一

省

略

二
外
国
会
社

－
F

勺
ノ
。

一一一

1
三
十
四

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
外
国
の
団
体
で
あ
っ
て
、
会
社
と
問
種
の
も
の
又
は
会
社
に
類
似
す
る
も
の
を
い

省

略

O
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）

（抄）

（官公表一一）

第

二

条

省

略

2
1
4

省

略

5

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
中
小
企
業
者
」
と
は
、
中
小
企
業
者
で
あ
っ
て
、

す
る
市
町
村
長
又
は
特
別
区
長
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

一
破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
又
は
特
別
清
算
開
始
の
申
立
て
そ
の
他
経
済
産
業
大
医
が
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
事
業
者
で
あ
っ

て
、
経
済
産
業
大
庄
が
指
定
し
た
も
の
に
対
す
る
売
掛
金
俊
権
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
債
権
の
回
収
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
当
該
中
小
企
業
者

の
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者
そ
の
他
の
事
業
者
が
事
業
活
動
の
制
限
で
あ
っ
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
事
由
の
う
ち
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
庄
が
定
め
る
も
の
が
生
じ
て

い
る
た
め
、
当
該
中
小
企
業
者
の
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ
当
該
事
業
者
と
取
引
を
行
う
中
小
企
業
者
に
つ
い
て
生
じ
た
取
引
の
数
蚤
の
減
少
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由

ロ
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
事
業
者
の
事
業
活
動
に
相
当
程
度
依
存
し
て
い
る
栂
当
数
の
中
小
企
業
者
に
つ
い
て
生
じ
た
取
引
の
数
量
の
減
少

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由

ハ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
地
域
（
当
該
事
業
活
動
の
制
限
に
よ
り
当
該
率
業
者
の
事
業
所
が
所
在
す
る
特
定
の
地
域
内
に
事
業
所
を

有
す
る
相
当
数
の
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
を
い
う
。

）
内
に
事
業
所
を
有
す
る
相
当
数
の
中
小
企
業
者
に
つ
い
て
生
じ
た
取
引
の
数
量
の
減
少
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由

三
災
害
そ
の
他
の
突
発
的
に
生
じ
た
事
闘
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
生
に
起
因
し
て
特
定
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
相
当
数
の
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動

に
著
し
い
支
障
を
生
じ
て
お
り
、
か
っ
、
そ
の
事
業
活
動
が
特
定
の
地
域
内
に
限
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る

も
の
に
起
厨
し
て
、
そ
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
そ
の
地
域
に
お
い
て
行
う
中
小
企
業
者
の
相
当
部
分
の
事
業
活
動
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
業
種
と
し
て
経
済
産
業
大
症
が
地
域
を
限
っ
て
指
定
す
る
も
の
に
属
す
る
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
で
あ
り
、
か
っ
、
当
該
事
業
に
係
る
取
引

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
住
所
地
を
管
轄
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の
数
量
の
減
少
そ
の
他
経
済
産
業
大
庄
が
定
め
る
率
由
が
生
じ
て
い
る
た
め
そ
の
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四
災
害
そ
の
他
の
突
発
的
に
生
じ
た
事
由
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
生
に
起
因
し
て
相
当
数
の
中
小
企
業
者
の
卒
業
活
動
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
て
お
り
、
か

っ
、
そ
の
事
業
活
動
が
特
定
の
地
域
内
に
限
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
起
因
し
て
、
そ
の
地
域
内
に

事
業
所
を
有
す
る
中
小
企
業
者
の
相
当
部
分
の
率
業
活
動
に
箸
し
い
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
と
し
て
経
済
産
業
大
芭
が
指
定
す
る
地
域

内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小
企
業
者
で
あ
り
、
か
っ
、
当
該
中
小
企
業
に
係
る
取
引
の
数
量
の
減
少
そ
の
他
経
済
産
業
大
庄
が
定
め
る
事
由
が
生
じ
て
い

る
た
め
そ
の
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

五
1
八

省

略

O
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）

（抄）
附

則

（
新
医
療
法
人
へ
の
円
滑
な
移
行
）

第
十
条
の
こ
政
府
は
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
、
経
過
措
置
医
療
法
人
（
施
行
日
前
に
設
立
さ
れ
た
社
団
た
る
医
療
法
人
又

は
施
行
目
前
に
医
療
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
を
し
、
施
行
日
以
後
に
設
立
の
認
可
を
受
け
た
社
団
た
る
医
療
法
人
で
あ
っ
て
、

そ
の
定
款
に
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
も
の
及
び
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
と
し
て
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
以

外
の
者
を
規
定
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
次
条
及
び
附
則
第
十
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
新
医
療
法
人
（
社
団
た
る
医
療
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
款

に
残
余
財
産
の
帰
属
す
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
四
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
を
規
定
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
向
じ
。
）
へ
の
移
行
が
促
進
さ
れ

る
よ
う
必
要
な
施
策
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
移
行
計
画
の
変
更
等
）

第

十

条

の

四

省

略

2
厚
生
労
働
大
臣
は
、
認
定
医
療
法
人
が
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
移
行
計
画
（
前
項
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定

移
行
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
新
医
療
法
人
へ
の
移
行
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は

、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

3
厚
生
労
働
大
臣
は
、
認
定
医
療
法
人
が
認
定
移
行
計
爾
に
記
載
さ
れ
た
前
条
第
二
項
第
四
号
の
移
行
の
期
限
ま
で
に
新
医
療
法
人
に
な
ら
な
か
っ
た
と
き

は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

4

・
5

省

略

O
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）

（抄）

（
定
義
）

- 26 -



第

二

条

省

略

2
1
6

省

略

7
こ
の
法
律
に
お
い
て

を
い
う
。

8
1
U

省

略

日
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
適
格
特
例
投
資
家
限
定
事
業
者
」

u
l
u
省

略

（
特
例
投
資
家
限
定
事
業
者
等
の
告
知
）

第
二
十
二
条
の
こ
省
略

2

省

略

3
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
又
は
小
規
模
特
例
事
業
者
（
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
に
業
務
を
委
託
す
る
特
例
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
か
ら
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
締
結
の
勧
誘
の
業
務
の
委
託
を
受
け
た
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
締
結
の
勧

誘
を
す
る
に
際
し
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
当
該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
当
事
者
が
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
又
は
小
規
模
特
例
事
業
者
で

あ
る
こ
と
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
」

と
は
、

第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
む
者

と
は
、

第
四
十
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
い
う
。

O
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）

（抄）
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（
定
義
）

第

二

条

省

2

省

略

3
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
契
約
（
予
約
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
契
約
（
予
約
を
含
む
。
）
の
締
結
の

態
様
、
当
事
者
の
関
係
等
を
勘
案
し
て
収
益
又
は
利
益
の
分
配
を
受
け
る
者
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
契
約
（
予
約
を
含
む
。
）
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

一
各
当
事
者
が
、
出
資
を
行
い
、
そ
の
出
資
に
よ
る
共
同
の
事
業
と
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
又
は
数
人
の
者
に
そ
の
業
務
の
執
行
を
委
任
し
て
不
動
産

取
引
を
営
み
、
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
収
議
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約

一
一
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
行
う
不
動
産
取
引
の
た
め
出
資
を
行
い
、
相
手
方
が
そ
の
出
資
さ
れ
た
財
産
に
よ
り
不
動
産
取
引
を
営
み
、
当
該
不
動
産

取
引
か
ら
生
ず
る
利
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約

三
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
行
う
不
動
産
取
引
の
た
め
自
ら
の
共
有
に
属
す
る
不
動
産
の
食
品
民
を
し
、
又
は
そ
の
賃
貸
の
委
任
を
し
、
相
手
方
が
当
該

不
動
産
に
よ
り
不
動
産
取
引
を
営
み
、
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
収
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約

四
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
契
約
で
あ
っ
て
、
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

五
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
収
益
又
は
利
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
（
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
契
約
を
含

略



む
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
不
動
産
取
引
に
係
る
事
業
の
公
正
及
び
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
ず
る
収
益
又
は
利
益
の
分
配
を
受
け
る
者
の
保
護
を
確
保
す

る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

O
外
聞
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

（抄）

（
定
義
）

第
六
条
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一〈
J

四

省

略

五
「
居
住
者
」
と
は
、
本
邦
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
自
然
人
及
び
本
邦
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
を
い
う
。
非
居
住
者
の
本
邦
内
の
支

店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
務
所
は
、
法
律
上
代
理
権
が
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
居
住
者
と

み
な
す
。

六
「
非
居
住
者
」
と
は
、
居
住
者
以
外
の
自
然
人
及
び
法
人
を
い
う
。

七
1
十

六

省

略

2

省

略

O
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）

（抄）
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（
特
定
用
途
免
税
）

第

十

五

条

省

略

2
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
た
貨
物
が
そ
の
輸
入
の
許
可
の
日
か
ら
二
年
以
内
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
、

又
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
た
め
綴
渡
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
用
途
以
外
の
用
途
に
供
し
、
又
は
当
該
議
渡
を
し
た
者

か
ら
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
た
関
税
を
、
直
ち
に
徴
収
す
る
。
但
し
、
変
質
、
損
傷
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
因
り
当
該
各
号
に
掲
げ
る

用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
そ
の
関
税
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
交
官
用
貨
物
等
の
免
税
）

第

十

六

条

省

略

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
た
鋳
物
の
う
ち
政
令
で
指
定
す
る
も
の
が
そ
の
輸
入
の
許
可
の
日
か
ら
二
年
以
内
に
伺
項
に
規
定
す
る
用
途
以

外
の
用
途
に
供
さ
れ
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に
厨
り
問
項
に
規
定
す
る
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て

は
、
そ
の
供
さ
せ
た
者
か
ら
、
問
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
た
関
税
を
直
ち
に
徴
収
す
る
。
但
し
、
使
用
に
因
る
減
も
う
そ
の
他
の
事
由
に
因
り
価
値

の
減
少
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
そ
の
関
税
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
輸
出
免
税
）

第

十

七

条

省

略



2

・3

省

略

4

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
た
貨
物
が
同
項
の
期
間
内
に
輸
出
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
問
項
各
号
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用

途
に
供
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
た
関
税
を
、
直
ち
に
徴
収
す
る
。

5

省

略

J.llj 

表

関税率表（第三条、第六条、第七条、第八条、第九条、第九条の一一、第二十条の二関係）

1備 l号 2 1注
一一一一 七 考 1注・（c)(b) (a) 一 一 一 一

七 七七七七 ． 省 5 3 ヤ

番」

一 一 一 一 第第化学 の
一一一一 国各 省 省一一 類． ． -o的に マロゴ

一一 一 一 略 目各・ には 第
九 閲＝一… 0 0単

－＝一 次 七
石 項項の の 類

液油 、又有物
そ エブプ天化ガ 第は機 品 鉱

ー の 二 ーチタロ然しス コ第化A を 物
f也 レ ン パ ガ た そ 一一含 t生

石 の プ エ ン ンスもの 0物ま 燃
油も ロ チ の他 0 ・露な 料
ガのピ レ プ の 二 0－い 及
ス レ ンロ ガ 項四一 び

ン ヒ。 ス 又項 七 鉱、
レ 状 はの 物

ブ ン 炭 第医一 油
チ

、
化 コ薬 並

レ ブ 水 八品項 び
ロ悶ロン チ 素

の

及 レ 。純 ト

粋
」

び ン 五 れ
ブ 及 項

な
ら

メ
タ び の

タ
の

ジ フ 混
ン 蒸

ニE タ i口b』

及
留

ン ジ 不 物
コニ 鈎 び 、

ン 和
プ

歴
灰

ロ
予守

ノ号
化

ン 物
水

を
質

素
除

並
名び

く。
） 鉱

物
性
ろ
フ

税
ト

九ン
ニに 率

無 無 Oつ 無無税無
税 税円き 税 税
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こ
そ
の
他
の
も
の

ガ
ス
状
の
も
の

天
然
ガ
ス

そ
の
他
の
も
の

二
七
一
一
・
二
一

二
七
一
一
・
二
九

O
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

（抄）

（
自
動
車
の
種
別
）

第
三
条
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
、
軽
自
動
車
、
大
裂
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
別
は
、
自
動
車
の
大
き
さ
及
び
檎

造
並
び
に
原
動
機
の
種
類
及
び
総
排
気
致
又
は
定
格
出
力
を
基
準
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
自
動
車
の
装
置
）

第
四
十
一
条
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
保
安
上
又
は
公
答
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
原
動
機
及
び
動
力
伝
達
装
置

二
車
輪
及
び
車
軸
、
そ
り
そ
の
他
の
走
行
装
置

三
操
縦
装
霞

四
制
動
装
置

五
ば
ね
そ
の
他
の
緩
衝
装
置

六
燃
料
装
置
及
び
電
気
装
置

七
恵
枠
及
び
車
体

八
連
結
装
置

九
乗
車
装
置
及
び
物
品
積
載
装
置

十
前
面
ガ
ラ
ス
そ
の
他
の
窓
ガ
ラ
ス

十
一
消
音
器
そ
の
他
の
騒
音
防
止
装
置

十
二
ば
い
煙
、
悪
臭
の
あ
る
ガ
ス
、
有
毒
な
ガ
ス
等
の
発
散
防
止
装
霞

十
三
前
照
灯
、
番
号
灯
、
尾
灯
、
制
動
灯
、
車
幅
灯
そ
の
他
の
灯
火
装
置
及
び
反
射
器

十
四
警
立
国
務
そ
の
他
の
警
報
装
鐙

十
五
方
向
指
示
器
そ
の
他
の
指
示
装
霞

十
六
後
写
鏡
、
窓
ふ
き
器
そ
の
他
の
視
野
を
確
保
す
る
装
置

十
七
速
度
計
、
走
行
距
離
計
そ
の
他
の
計
器

五
% 

五 五
%%  

一一 30ーー



十
人
消
火
器
そ
の
他
の
防
火
装
置

十
九
内
圧
容
器
及
び
そ
の
附
属
装
置

二
十
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
特
に
必
要
な
自
動
車
の
装
置

第
六
十
条
国
土
交
通
大
臣
は
、
新
規
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
検
査
誌
を
当
該
自
動
車
の
使
用
者

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
は
車
両
番
号
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

E

、。
f
；U
 

2

省

略
（
予
備
検
査
）

第

七

十

一

条

省

略

2

・3

省

略

4

自
動
車
予
備
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
震
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、

自
動
車
予
備
検
査
誌
を
提
出
し
て
、
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
1
9

省

略

そ
の
使
用
者
は
、

国
土
交
通
大
臣
に
当
該

O
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）

（｛疋諌輯）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
動
車
」

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
被
け
ん
引
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
う
ち
、

回
円
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
道
路
遼
送
車
両
法
第
三
条
に
規
定
す
る
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
被
け
ん
引
車
を
徐
く
。
）

三
道
路
運
送
車
両
法
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車

四
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
政
令
で
定
め
る
自
動
車

2
1
げ

省

略

と
は
、

道
路
運
送
車
両
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車

（
次
に

31 

（抄）

け
ん
引
し
て
陸
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
製
作
し
た
用

で
あ
っ
て
、

二
輪
の
も
の

（
側
家
付
き
の
も
の
を
含
む

（
被
け
ん
引
車
を
除
く
。
）

O
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）

（抄）

じ
ん

（
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条
国
民
経
済
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
か
っ
、
当
該
災
害
に
よ
る
地
方
財
政
の
負
担
を
緩
和
し
、

又
は
被
災
者
に
対
す
る
特
別
の
助
成
を
行
な
う
こ



じ
ん

と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
災
害
を
激
甚
災
揺
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
指
定
を
行
な
う
場
合
に
は
、
次
章
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
、
当
該
激
甚
災
害
に
対
し
て
適
用
す
べ
き
措
置
を
当
該
政
令
で
指
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

3

省

略

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
よ
る
災
害
関
係
保
証
の
特
例
）

第
十
二
条
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
保
険
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
普
通
保

険
」
と
い
う
。
）
、
間
法
第
三
条
の
ニ
第
一
項
に
規
定
す
る
無
担
保
保
険
又
は
同
法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
で
あ
っ

て
、
災
害
関
係
保
証
（
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
事
業
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の

構
成
員
た
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
事
業
）
の
再
建
に
必
要
な
資
金
に
係
る
同
法
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
俊
務
の
保
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
閉
じ
。
）
を
受
け
た
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条

の
ニ
第
一
項
及
川
M
第
三
項
並
び
に
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
条
第
一
項
中
「
保
険
価
額
の
合
計
額
が
」
と

あ
る
の
は
「
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
関
係
保
証
（
以
下
こ
の
条
、
次
条

及
び
第
三
粂
の
一
一
一
に
お
い
て
「
災
害
関
係
保
証
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
そ
の
他
の
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と

が
そ
れ
ぞ
れ
」
と
、
同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
条
の
三
第
一
項
中
「
保
険
価
額
の
合
計
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
関
係
保
証
に
係
る
保
険
関
係

の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
そ
の
他
の
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
が
そ
れ
ぞ
れ
」
と
、
同
法
第
三
条
の
ニ
第
三
項
及
び
第
三
条
の
三
第
二
項
中
「
当

該
借
入
金
の
額
の
う
ち
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
関
係
保
証
及
び
そ
の
他
の
保
証
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
借
入
金
の
額
の
う
ち
」
と
、
「
当
該
隣
国
務
者
」
と

あ
る
の
は
「
災
等
間
関
係
保
証
及
び
そ
の
他
の
保
証
ご
と
に
、
出
該
後
務
者
」
と
す
る
。

一
政
令
で
定
め
る
地
域
内
に
事
業
所
を
有
し
、
か
つ
、
激
甚
災
害
を
受
け
た
中
小
企
業
者
、
協
業
組
合
及
び
中
小
企
業
等
協
間
総
合
そ
の
他
の
主
と
し

て
中
小
規
模
の
事
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
檎
成
員
と
す
る
団
体

二
中
小
企
業
等
協
同
組
合
そ
の
他
の
主
と
し
て
中
小
規
模
の
率
業
者
を
直
接
又
は
関
接
の
構
成
員
と
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成

員
の
う
ち
に
前
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
も
の

2

努
通
保
険
の
保
険
関
係
で
あ
っ
て
、
災
害
関
係
保
証
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
三
条
第
二
項
及
び
同
法
第
五
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
七
十
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
五
条
中
「
百
分
の
七
十
（
無
担
保
保
険
、
特
別
小
口
保
険
、
流
動
資
産
担

保
保
険
、
公
審
防
止
保
険
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
保
険
、
海
外
投
資
関
係
保
険
、
新
率
業
開
拓
保
険
、
事
業
再
生
保
険
及
び
特
定
社
償
保
険
に
あ
っ
て
は
、
百

分
の
八
十
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
八
十
」
と
す
る
。

O
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

（抄）

（｛疋義）

第

二

条

省

2

省

略

略
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3

こ
の
法
律
に
お
い
て

一

省

略

二
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
っ
て
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

イ
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
多
数
の
被
災
者
が
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

に
著
し
い
被
害
を
受
け
た
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
確
保
に
寄
与
す
る
事
業
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
イ
に
規
定
す
る
地
域
に
お
い
て
建
築
物
の
建
築
及
び
賃
貸
を
す
る
事
業
で
あ
っ
て
産
業
集
穣
の
形
成
及
び
活
性
化
に
寄
与
す
る
も
の

ハ
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
相
当
数
の
住
宅
が
滅
失
し
た
地
域
に
お
い
て
賃
貸
住
宅
の
供
給
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
居
住
の
安
定
の
確
保
に
寄
与
す
る
も

の
ニ

省

略

一
二
・
悶
省
略

4
1
凶

省

略

（
復
興
推
進
計
画
の
認
定
）

第
閲
条
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
が
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す

る
市
町
村
の
区
域
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
徐
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
に

お
い
て
「
特
定
被
災
区
域
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
特
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
単
独
で
又
は
尖
悶
し
て
、
復
興
特
別

区
域
基
本
方
針
に
即
し
て
、
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
に
係
る
特
定
被
災
区
域
内
の
区
域
に
つ
い
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
復
興
推
進
事

業
の
実
施
又
は
そ
の
実
施
の
促
進
そ
の
他
の
復
興
に
向
け
た
取
組
に
よ
る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
推
進
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
復
興
推
進
事
業
の
実
施
等
に
よ
る
復
興
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
推
進
」
と
い
う
。
）
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
復
興
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成

し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
誇
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

復
興
推
進
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一1
三

省

略

四
第
一
号
の
区
域
内
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
区
域
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
区
域

イ
第
一
一
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
の
取
組
を
推
進
す
べ
き
区
域
（
以
下
「
復
興
産
業
集
積
区
域
」
と
い
う
。
）

ロ
第
二
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
居
住
の
安
定
の
確
保
及
び
居
住
者
の
利
便
の
増
進
の
取
組
を
推
進
す
べ
き
区
域
（
以
下
「
復
興
居
住
区
域
」
と

い
v

っ。）

ハ

省

略

五
i
七

省

略

3
1
8

省

略

9

内
閣
総
理
大
臣
は
、
申
請
が
あ
っ
た
復
興
推
進
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
当
該
復
興
推
進
計
画
の
実
施
が
当
該
復
興
推
進
計
薗
の
区
域
に
お
け
る
復
興
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
推
進
と
当
該
復
興
推
進
計
画
の
区
域
の
活
力
の
再
生

に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

「
復
興
推
進
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。

又
は
生
産
活
動
の
基
盤

- 33 



三
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ω
・

日

省

略

（
認
定
復
興
推
進
計
画
の
変
更
）

第
六
条
認
定
を
受
け
た
特
定
地
方
公
共
団
体
は
、
認
定
を
受
け
た
復
興
推
進
計
画
（
以
下
「
認
定
復
興
推
進
計
画
」

め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

省

略

（
報
告
の
徴
収
）

第
七
条
内
閣
総
理
大
豆
は
、
第
四
条
第
九
項
の
認
定
（
前
条
第
一
環
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け

た
特
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
認
定
復
興
推
進
計
画
（
認
定
復
興
推
進
計
爾
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

省

略

（
認
定
の
取
消
し
）

第
九
条
内
閲
総
理
大
臣
は
、
認
定
復
興
推
進
計
画
が
第
四
条
第
九
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
行
政
機
関
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

・3

省

略

第
三
十
七
条
認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
（
当
該
事
業
を
行

う
こ
と
に
つ
い
て
適
正
か
つ
確
実
な
計
画
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
内
問
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
当
該
認
定
復
興
推

進
計
爾
を
作
成
し
た
認
定
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
復
興

推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
復
興
産
業
集
綴
区
域
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
も
の
、
が
、
当
該

新
設
又
は
増
設
に
伴
い
新
た
に
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
た
機
械
及
び
装
置
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、

東
日
本
大
幾
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
幾
災
特

例
法
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

2
1
5

省

略

第
四
十
一
条
認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
（
当
該
事
業
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
適
正
か
つ
確
実
な
計
画
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
当
該
認
定
復
興
推
進
計
画

を
作
成
し
た
認
定
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
認
定
復
興
推
進
計
商
に
定
め
ら
れ

た
復
興
居
住
区
域
の
区
域
内
に
お
い
て
新
た
に
取
得
し
、
又
は
建
設
し
た
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
賃
袋
住
宅
に
つ
い
て
は
、
震
災
特
例
法
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

2

省

略

と
い
弓
ノ
。
）

の
変
更

（
内
閣
府
令
で
定
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第
七
十
四
条
福
島
に
お
い
て
産
業
集
穣
の
形
成
及
び
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
雇
用
機
会
の
確
保
に
寄
与
す
る
事
業
を
行
う
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に

対
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
、
第
四
条
第
九
項
第
一
号
及
び
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
中
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
多
数
の
被
災
者
が
離
織
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
又
は
生
産
活
動
の
基
盤
に
著
し
い
被
害
を
受
け
た
地
域

に
お
け
る
雇
用
機
会
の
確
保
に
寄
与
す
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
機
会
の
確
保
に
寄
与
す
る
事
業
」
と
、
同
法
第
四
条
第
九
項
第
一
号
中
「
復
興
特
別

区
域
基
本
方
針
」
と
あ
る
の
は
「
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
（
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
四
十
条
第
一
項
中
「
復

興
産
業
集
積
区
域
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
が
同
号
イ
に
規
定
す
る
地
域
で
あ
る
市
町
村
の
区
域
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
復
興
産
業
集
穣
区
域
」
と
す
る
。

第
七
十
五
条
福
島
に
お
い
て
建
築
物
の
建
築
及
び
賃
貸
を
す
る
事
業
で
あ
っ
て
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
寄
与
す
る
も
の
を
行
う
個
人
事
業
者
又
は

法
人
に
対
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ
及
び
第
四
条
第
九
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
三

項
第
二
号
ロ
中
「
イ
に
規
定
す
る
地
域
に
お
い
て
建
築
物
の
建
築
及
び
賃
貸
を
す
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
の
建
築
及
び
賃
貸
を
す
る
事
業
」
と
、

同
法
第
四
条
第
九
項
第
一
号
中
「
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
」
と
あ
る
の
は
「
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
（
第
二
条
第
一
一
一
項
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く

。
）
」
と
す
る
。

O
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
v

十
四
年
法
律
警
プ
十
五
号
）

）
（
抄
）

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
霞
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後

（
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
認
定
）

第
十
七
条
の
二
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
（
現
に
避
難
指
示
で
あ
っ
て
第
四
条
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
指
示
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定

避
難
指
示
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
区
域
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
十
三
条
に
お
い
て
「
特
定
避
難
指
示
区
域
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
区
域
に

含
む
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
は
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
即
し
て
、
復
興
庁
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域

（
特
定
避
難
指
示
区
域
内
の
区
域
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
特
定
避
難
指
示
の
解
除
に
よ
り
住
民
の
帰
還
を
目

指
す
も
の
を
い
う
。
以
下
向
じ
。
）
の
復
興
及
び
再
生
を
推
進
計
画
（
以
下
「
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
内
閣

総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
区
域
に
お
け
る
放
射
線
盤
が
、
当
該
特
定
避
難
指
示
区
域
に
お
け
る
放
射
線
量
に
比
し
て
相
当
程
度
低
く
、
土
嬢
等
の
除
染
等
の
措
置
（
平
成
二

十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
笈
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の

対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
土

壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
い
い
、
表
土
の
削
り
取
り
そ
の
他
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
方
法
と
し
て
復
興
庁
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
行
う
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
お
お
む
ね
五
年
以
内
に
、
特
定
避
難
指
示
の
解
徐
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
復
興
庁
令
・
内
閣
府

令
で
定
め
る
基
準
以
下
に
低
減
す
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

二
当
該
区
域
の
地
形
、
交
通
の
利
便
性
そ
の
他
の
自
然
的
役
会
的
条
件
か
ら
み
て
、
帰
還
す
る
住
民
の
生
活
及
び
地
域
経
済
の
再
建
の
た
め
の
拠
点
と
な
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る
区
域
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

一
二
当
該
区
域
の
規
模
及
び
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
発
生
前
の
土
地
利
用
の
状
況
か
ら
み
て
、
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
公
共
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
整
備

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

2
1
5

省

略

6

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
当
該
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
二
項
第
一
号
の
区
域
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

三
当
該
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
実
施
が
の
推
進
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

7

・
B

省

略

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
準
用
）

第
十
七
条
の
三
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
条
中
「
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
第
六
項
の
認
定
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前

条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
霞
法
第
十
七
条
の
二
第
七
項
」
と
、
同
法
第
六
条
第
一
項
中
「
認
定
を
受
け
た
特
定
地
方
公
共
団
体
」

と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
鐙
法
第
十
七
条
の
二
第
六
項
の
認
定
を
受
け
た
特
定
避
難
掲
示
区
域
市
町
村
の
長
」
と
、
「
、
認
定
を
受
け
た
」
と

あ
る
の
は
「
、
当
該
認
定
を
受
け
た
」
と
、
伺
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
三
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七

条
の
二
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
と
、
間
同
法
第
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
第
六
項

」
と
、
「
特
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
の
長
（
以
下
「
認
定
特
定
避

難
指
示
区
域
市
町
村
長
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
、
同
法
第
八
条
並
び
に
同
法
第
十
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
認
定
地

方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
長
」
と
、
同
法
第
七
条
第
二
項
中
「
復
興
推
進
事
業
」
と
あ
る
の
は
二
福
島
復
興
再
生
特

別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
復
興
一
丹
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
事
項
（
以
下
「
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
事
項
」
と
い
う
。

）
」
と
、
間
法
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
二
項
中
「
復
興
推
進
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
事
項
」
と
、
問
法
第
九
条

第
一
項
中
「
第
四
条
第
九
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
第
六
項
各
号
」
と
、
同
条
第
一
一
一
項
中
「
第
四
条
第
十
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
十
七
条
の
二
第
八
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
避
難
指
示
で
あ
っ
て
第
四
条
第
四
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
指
示
で
あ
る
も
の
の
対
象
と
な
っ
た
区
域
内
に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い

て
そ
の
事
業
所
が
所
在
し
て
い
た
認
定
事
業
者
で
あ
っ
て
、
提
出
企
業
立
地
促
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
企
業
立
地
促
進
区
域
内
に
お
い
て
認
定
避
難
解
除
等

区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
に
従
っ
て
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
の
新
設
、
増
設
、
更
新
又
は
修
繕
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
の
新
設
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
も
の
が
、
当
該
施
設
の
新
設
等
に
要
す
る
焚
用
の
支
出
に
充
て
る
た
め
の
準
備
金
を
積
み

立
て
た
場
合
に
は
、
震
災
特
例
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
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O
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
六
号
）

（抄）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一1
一

ニ

省

略

四
第
一
一
一
条
中
際
税
法
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
の
二
」
を
「
第
六
条
の
三
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
七
十
九
条
の
五
」
を
「
第
七
十
九
条
の
六
」

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
条
の
ニ
第
二
項
の

改
正
規
定
、
同
法
第
一
一
一
十
条
第
一
項
第
五
号
の
改
正
規
定
、
問
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
の
改
正
規
定
、
肉
法
第
四
十
三
条
の
四
に
一
項
を
加
え
る
改

正
規
定
、
間
法
第
六
十
二
条
の
七
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
の
改
正
規
定
（
「
（
許
可
の
婆
件
）
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第

六
十
七
条
の
こ
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
七
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
章
第
二
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
八
条
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七

十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
九
条
の
閉
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
（
二
以
上
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
す

べ
て
の
許
可
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
問
法
第
七
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
条
の
規
定

並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
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O
証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ
る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六

十
五
号
）
（
抄
）

附

則

（
社
債
等
登
録
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
社
俊
等
登
録
法
（
以
下
「
旧
社
債
等
愛
録
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
（
悶

社
僚
等
登
録
法
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
社
俊
（
以
下
「
登
録
社
債
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
泊
社
僚
等
登
録
法
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

O
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）

（抄）

（
保
税
地
域
の
種
類
）

第
二
十
九
条
保
税
地
域
は
、
指
定
保
税
地
域
、
保
税
蔵
霞
場
、
保
税
工
場
、
保
税
展
示
場
及
び
総
合
保
税
地
域
の
五
種
と
す
る
。

O
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国



に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
百
十
二
号
）
（
抄
）

（
内
閣
消
費
税
の
免
除
）

第
七
条
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
、
酒
税
、
た
ば
こ
税
、
揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
、
石
油
ガ
ス
税
並
び
に
石
油
石

炭
税
（
以
下
「
内
国
消
費
税
」
と
い
う
。
）
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
保
税
工
場
（
関
税
法
第
六
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
六
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
所
を
含
む
。
）
又
は
総
合
保
税
地
域
に
お
い
て
製
造
さ
れ
、
又
は
自
動
車
用
の
石
油
ガ
ス
容
器
に
充
て
ん
さ

れ
た
物
口
聞
及
び
内
国
消
費
税
の
免
除
を
受
け
て
輸
出
さ
れ
た
物
品
で
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
物
品
に
該
当
す
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
関
税
及
び
内
国
消
費
税
の
徴
収
）

第
八
条
第
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
物
品
で
、
税
関
長
の
指
定
し
た
期
間
内
に
、
合
衆
国
察
隊
に
引
き
渡
さ
れ
、
又
は
合
衆
国

怒
隊
が
使
用
す
る
施
設
若
し
く
は
物
品
に
附
合
、
混
和
若
し
く
は
加
工
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
官
慾
に
よ
る
証
明
が
さ
れ
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
輸
入
物
品
を
輸
入
し
た
者
か
ら
関
税
及
び
内
国
消
費
税
を
直
ち
に
徴
収
す
る
。
但
し
、
当
該
輸
入
物
品
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
滅
失
し
た
こ
と
に
つ
き
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

O
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（抄）

（｛疋義）

第

四

条

省

略

2

・3
省

略

4
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
事
業
」
と
は
、
こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
が
行
う
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。

一
燦
用
地
に
つ
い
て
利
用
機
（
幾
業
上
の
利
用
を
目
的
と
す
る
賃
借
権
若
し
く
は
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
又
は
農
業
の
経
営
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
に
よ

り
取
得
さ
れ
る
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
い
う
。
以
下
向
じ
。
）
の
設
定
若
し
く
は
移
転
又
は
所
有
権
の
移
転
（
以
下
「
利
用
権
の
設
定
等

」
と
い
う
。
）
を
促
進
す
る
事
業
（
こ
れ
と
併
せ
て
行
う
事
業
で
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
に
つ
い
て
利
用
機
の
設
定
等
を
促

進
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
利
用
権
設
定
等
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）

一一

l
四

省

略

第
十
五
条
同
意
市
町
村
の
農
業
委
員
会
（
醐
版
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
番
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い

市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
認
定
幾
業
者
若
し
く
は
認
定
就
農
者
か
ら
幾
用
地
に
つ
い
て
利
用
機
の
設
定
等
を
受
け
た
い
旨
の
申

出
又
は
幾
用
地
の
所
有
者
か
ら
利
用
権
の
設
定
等
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
申
出
の
内
容
を
勘
案
し
て

認
定
農
業
者
又
は
認
定
就
農
者
に
対
し
て
利
用
権
の
設
定
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
農
用
地
の
利
用
関
係
の
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

2
1
4

省

略
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O
漁
船
法
（
昭
和
一
一
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

（抄）

（
設
計
及
び
試
験
の
依
頼
）

第
二
十
七
条
何
人
で
も
、
漁
船
又
は
漁
船
用
機
関
、
漁
船
用
機
械
そ
の
他
の
漁
船
用
施
設

計
又
は
試
験
を
農
林
水
産
大
臣
に
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
こ
の
察
に
お
い
て

「
漁
船
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
設

O
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）

（抄）

（
沼
類
の
口
問
自
等
の
表
示
義
務
）

第
八
十
六
条
の
五
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
酒
類
の
品
目
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
項
を
、
容
易
に
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
、
そ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
、
若
し
く
は
保
税
地
域
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定

す
る
保
税
地
域
を
い
う
。
）
か
ら
引
き
取
る
溺
類
（
酒
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
販
売
場
か
ら
搬
出
す
る
酒
類
の
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

O
国
民
年
金
法
（
昭
和
一
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

（抄）
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第
一
二
十
条
の
四
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
、
そ
の
初
診
日
に
お
い
て
二
十
歳
未
満
で
あ
っ
た
者
が
、
障
害
認
定
日
以
後
に
二
十
歳
に
達
し
た
と
き
は
こ

十
歳
に
達
し
た
日
に
お
い
て
、
障
害
認
定
日
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
後
で
あ
る
と
き
は
そ
の
隊
容
認
定
日
に
お
い
て
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
障
害
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
。

2

疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
、
そ
の
初
診
自
に
お
い
て
二
十
歳
米
満
で
あ
っ
た
者
（
同
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
な
か
っ
た
者
に
限
る
。
）
が
、
障
害

認
定
日
以
後
に
二
十
歳
に
達
し
た
と
き
は
二
十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
い
て
、
障
害
認
定
日
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
後
で
あ
る
と
き
は
そ
の
障
害
認
定
日
後

に
お
い
て
、
そ
の
傷
病
に
よ
り
、
六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
問
に
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
そ
の
者
は
、
そ
の
期
間
内
に
前
項
の
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
三
十
条
の
ニ
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
湯
合
に
準
用
す
る
。


